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５．計画の進捗管理手法の検討 

５.１ 効果的な進捗管理の方法 

計画の進捗管理にあたっては、着実な進捗管理を行うために、事業成果の検証を図るために検

証組織を立ち上げて取り組みを行うことが想定される。 

次頁に名護市と比較的立地条件等に共通性（通過型観光からの脱却が課題）があると考えられ

る市町村における計画の目標管理の KPI（重要目標達成指標）や進捗管理体制について整理した。 

神奈川県鎌倉市においては、毎年度、KPI による進捗管理を様々な主体横断で実施することと

しており、このように各施策の「推進主体」が推進管理組織の委員として関与する形で、進捗を

管理しながら取り組みを進めることが、取り組みの着実な推進や改善を図る上で有効だと考えら

れる。 

一方で、名護市の観光まちづくりにおいては、景観づくりや、インフラの充実、人材確保とい

った部局横断の課題が、山積していると考えられ、各種観光施策を進めるにあたってはより一層

行政内においても連携を強化して取り組みを進める必要があると考えられる。 

以上より、行政機関を中心とした「（仮称）名護市観光振興推進本部」および、民間関連主体も

含む「（仮称）観光振興懇話会」といった２つの会議体による進捗管理を行うことが望ましいと考

える。 

 

 

図表１０６ 進捗管理体制の案 

 参加者 開催頻度 実施内容 

名 護 市 観

光 振 興 推

進本部 

副市長を筆頭に各部の部長

が委員として参加 

（行政機関による会議） 

年２回 

（6 月、３月） 

アクションプランの各施策の

進捗評価と、年に１回のアク

ションプランの改定を行う。 

観 光 振 興

懇話会 

計画策定懇話会と同等の構

成員 

（民間事業者を交えた会議） 

年 1 回 

（11 月） 

中心に主に民間事業者との意

見交換を目的とする内容とす

る 
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